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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいた

だいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略してお

ります。

第27回定時株主総会の招集に際しての

電子提供措置事項

■事業報告

主要な営業所

使用人の状況

会計監査人の状況

業務の適正を確保するための体制

会社の支配に関する基本方針

■連結計算書類

連結株主資本等変動計算書

連結注記表

■計算書類

株主資本等変動計算書

個別注記表

トレイダーズホールディングス株式会社
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主要な営業所、使用人の状況

当社 本社：東京都渋谷区

トレイダーズ証券株式会社 本社：東京都渋谷区

株式会社FleGrowth 本社：東京都渋谷区

　１．主要な営業所（2026年３月31日現在）

事業区分 使用人数
前期末比

増減

金融商品取引事業 78名 7名増

システム開発・システムコンサルティング事業 189名 －

全社（共通） 18名 －

合計 285名 ７名増

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

18名 － 43.5歳 6.8年

　２．使用人の状況（2026年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人の数は、海外の現地採用者を含む就業人員を記載しております。また、臨時従

業員は含まれておりません。なお、臨時従業員については全体の10％未満であり、そ

の重要性が低いため記載を省略しております。

２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門

に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人の数には、臨時従業員３名は含まれておりません。

－ 1 －
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る報酬等の額 16百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30百万円

　３．会計監査人の状況
① 会計監査人の名称　　　　HLB Meisei有限責任監査法人

② 会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当

事業年度に係る会計監査人の報酬等の額はこれらの合計額で記載しております。

２. 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務

指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を

確認した上、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監

査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３. 当社子会社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非

監査業務）である「顧客資産の分別管理及び区分管理に関する検証業務」等を委託

し、その対価を支払っております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

(a) 会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任することといたします。当

該解任をした場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主

総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。

(b) 監査等委員会が、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督

官庁からの処分の理由で、解任に値すると判断する場合、及び不再任が妥当であると判断

する場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該

決定に基づき株主総会の付議事項とすることといたします。

(c) 監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の視点から監

査を遂行するに不十分であると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議

案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき株主総会の付議事項とすることといたし

ます。

－ 2 －
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

業務の適正を確保するための体制

　2026年３月31日現在における、当社の取締役会が定める「業務の適正を確保するための体制」の内容

は次のとおりです。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社グループでは、「トレイダーズグループ・コンプライアンス・マニュアル」、「コンプライ

アンスの基本方針」、「倫理コード」等を定め、取締役及び使用人は、法令、定款、社内規程等

に則った職務執行を行うのみならず、より高い倫理性をもって価値ある金融サービスを顧客に提

供する。

（２）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、

毅然とした姿勢で組織的に対応する。

（３）取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の

決定と取締役の職務の監督を行う。

（４）監査等委員である取締役は、法令が定める権限を行使し、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の職務の執行を監査する。

（５）取締役及び外部有識者を交えたコーポレートガバナンス委員会を定期的に開催し、企業統治等に

係る意見交換等を行う。

（６）当社グループの主たる事業を行う証券子会社にコンプライアンス委員会を設置するとともに、内

部管理統括責任者の監督の下、金融商品取引法その他の法令を遵守した業務運営を行う。

（７）社内外の通報窓口（法律事務所、当社総務部及び常勤監査等委員）につながるホットラインを備

え、相談や通報の仕組み（以下「公益通報制度」という。）を構築する。

（８）使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、懲罰委員会による処罰の対象とする。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要

文書（電磁的記録を含む）は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。

（２）保存書類は、取締役の閲覧要請があった場合、遅滞なく閲覧ができる状態を保つ。

（３）情報セキュリティに関する諸規程を定めるとともに、当社グループのITシステムを一元的に管理

する子会社が中心となって、情報資産の保護及び管理を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）取締役は、当社グループの事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの

重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。

（２）当社グループの主たる事業を行う証券子会社は、リスク管理委員会及びシステムリスク管理委員

会を設置するとともに、「リスク管理基本方針」、「リスク管理規程」及び「リスク管理規程細

則」等の社内規程に基づき、リスク管理担当役員の監督の下、各部門の役割を明確にしたうえ

で、リスク管理を実施する。

（３）当社及び事業子会社は、災害、事故、システム障害等の不測の事態や重大な事態の発生に備え、

企業防衛や事業継続の観点から適切な危機管理活動を行うための「コンティンジェンシー・プラ

ン」を定める。

４．取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）取締役会は、「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に

応じて随時開催する。

（２）取締役及び使用人は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ

迅速に業務を執行する。

（３）取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業

務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

５．株式会社並びにその親会社及び子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体

制

（１）当社の取締役は、月次で定例開催する当社取締役会、及び定例で開催する常務会・経営会議等に

おいて子会社及び関係会社（以下「子会社等」と言う。）の代表取締役等より報告を受け、子会

社等の事業運営、業務執行、リスク管理、それらの方向性や情報共有を図る。

（２）「子会社及び関係会社の管理に関する規程」に従い、当社は経営会議において子会社等から報告

を受け、当社グループの管理を行う。

（３）当社の内部監査部は、法令及び「内部監査規程」の範囲内で子会社等の内部監査を実施する。

（４）当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を

整備、運用し、それらの評価を行う。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び当該使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の

他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び

当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

（１）監査等委員は、監査等委員会の指揮命令に服する使用人（以下、「監査等委員会の補助者」とい

う。）を置くことを取締役会に対して求めることができる。

（２）監査等委員会の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査等委員会の事前の同

意を必要とする。

（３）監査等委員は、監査等委員会の補助者の取締役からの独立性に関する事項を取締役会に対して求

めることができる。

（４）監査等委員は、監査等委員会の補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項を取締役会に対

して求めることができる。

７．監査等委員会への報告に関する体制

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人（監査等委員会の補助者を含む。）は、

法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議

体で決議された事項、コンプライアンス・リスク管理に関する重要な事項、公益通報制度、内部

監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告する。

（２）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人（監査等委員会の補助者を含む。）は、

監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。

（３）子会社においては、前２項の「取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人（監査等

委員会の補助者を含む。）」を「子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、及び使用人又

はこれらの者から報告を受けた者」に言い換えて準用する。

８．監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保する体制

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人（監査等委員会の補助者を含む。）が監

査等委員会に報告を行なったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益な取扱いを

しないこととする。

（２）公益通報制度の通報者が不利な扱いや報復、差別を受けないことを明文化するとともに、プライ

バシー・人権配慮の確保を図ることとする。

（３）子会社においては、第１項の「取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人（監査等

委員会の補助者を含む。）」を「子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、及び使用人又

はこれらの者から報告を受けた者」に言い換え、前項と併せて準用する。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

９．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）について生ずる費用の

前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項

（１）「監査等委員会規則」に従い、監査等委員会は、監査の方針、監査の方法、監査費用の予算等に

ついて、監査等委員がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項について、決議することがで

きる。

（２）監査等委員は、職務の執行上において緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償

還を請求することができる。

１０．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査等委員会は、代表取締役と相互の意思疎通を図り、経営方針の確認及び重要課題等について

意見交換を行うため、定期的な会合を持つものとする。

（２）監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることが

できる。

（３）監査等委員会は、内部監査部門と内部監査計画について事前の協議を行う。また、内部監査部門

は、監査結果等について定期的に監査等委員会に報告し、監査等委員会は、必要に応じて内部監

査部門に調査を求めることができる。

（４）監査等委員は、当社及び子会社の会議等について、オブザーバーとして出席し、また会議等に議

題及び検討事項を提出する等の権限を有する。また、監査等委員会は、内部監査部門や、子会社

の監査役、子会社の監査・検査の各部門と定期的に情報交換を行い、連携を強化する。

　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりです。

１．業務の適正を確保するための体制

　当社の取締役が、月次で定例開催する当社取締役会、及び定例で開催する常務会や経営会議におい

て子会社及び関係会社の代表取締役等より報告を受け、子会社等の事業運営、業務執行、リスク管

理、それらの方向性や情報共有を図り、業務執行が適正に行われているか監督するとともに、各連結

子会社の重要事項の決定については当社で事前承認を行っております。また、「子会社及び関係会社

の管理に関する規程」に従い、当社は経営会議において子会社等から報告を受けています。また、財

務報告の信頼性を確保するため、当事業年度の内部統制評価計画に基づき、当社グループにおける内

部統制の有効性の評価を実施しており、その経過及び結果を取締役会に報告しています。

２．コンプライアンス体制

　当社ではグループ全体で適用する「トレイダーズグループコンプライアンス・マニュアル」を制定

し、グループとしてのコンプライアンス体制の維持・強化のために、全役職員が遵守しなければなら

ない基本原則を定め、各社内に周知・徹底するとともに、コンプライアンスに関する社内研修を定期

的に実施しています。

　また、当社及び国内子会社は内部通報者の保護に関する規程を整備し、当該通報者（利用者）が不

利益を被らないよう厳重な措置を講じ、通報ならびに違反行為の発覚時には、迅速かつ適切に対応し

て違反者には厳正な処分を行うとともに、真因分析を行い、再発防止策を講じることとしています。

　さらに、顧問弁護士、取締役及び監査等委員が参加するコーポレートガバナンス委員会を定期的に

開催し、外部有識者との情報交換や研修、また、直近の企業統治に関わる課題等に関する意見交換や

協議を行っています。

３．情報保存管理体制

　「文書管理規程」の定めに基づき、当社及び子会社における重要な会議体の議事録等を含む重要文

書を適切に保管し、当社の取締役、監査等委員会及び内部監査部門が必要に応じて、重要文書を閲覧

できる状況を整備しています。

　また、システム子会社が、当社及び子会社の情報セキュリティ管理を一元的に行っている他、金融

子会社では、定期的にシステムリスク管理委員会を開催することで、情報セキュリティ対策の実効性

の確保と維持向上に努めています。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

４．取締役及び使用人の職務執行体制

　当事業年度において取締役会を18回開催し、重要事項に関する審議・決議を行ったほか、主要部門

及び各子会社の業務執行状況について報告が行われています。

　また、「稟議規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」に各部門の業務分掌や決裁基準を定

め、効率的かつ適切な職務執行体制を維持しています。

５．監査等委員会の監査体制

　当事業年度において監査等委員会を14回開催し、監査体制の状況に関して情報共有・意見交換を行

っています。また、常勤監査等委員は、当社及び子会社の取締役及び主要部門長に対して定期的に業

務執行の状況を確認するとともに、当社グループにおける全ての会議体に出席し、かつ内部監査部門

及び会計監査人とも連携することで、実効性のある監査体制を構築しています。

会社の支配に関する基本方針

　当社は、会社の支配に関する方針や、いわゆる同意なき買収への対抗措置等について、取締役会等の

会議体での決議はしておりません。

　しかし、当社グループのリテール向け金融デリバティブ取引の事業は、一部の他社にとってはプレミ

アムが高い可能性があり、企業価値を損ない、株主利益を毀損する同意なき買収提案等が行われる可能

性を完全に否定することはできません。

　したがって、当社は、平時の経営対策として、株主構成を安定化すること、当社と相乗効果を発揮し

得る企業との提携を図ること、IR活動を強化して当社方針に対する投資家の理解を得ること、並びに利

益と純資産を向上させて株価を高め、時価総額の増加を図ること等を目指し、これらに取組んでおりま

す。
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連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株　　主　　資　　本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 1,564 1,012 16,157 △1,509 17,225

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △971 △971

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

4,244 4,244

自 己 株 式 の 取 得 △1,098 △1,098

自 己 株 式 の 処 分 76 163 239

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 － 76 3,272 △935 2,413

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,564 1,089 19,430 △2,445 19,638

その他の包括利益累計額

新 株 予 約 権
非 支 配
株 主 持 分

純 資 産 合 計
為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 63 63 123 3 17,415

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △971

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

4,244

自 己 株 式 の 取 得 △1,098

自 己 株 式 の 処 分 239

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額（純額）

20 20 28 1 49

当連結会計年度変動額合計 20 20 28 1 2,463

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 84 84 151 4 19,878

連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表

当社の連結計算書類は、「会社計算規則」（2006年法務省令第13号）の規定のほか、「金融商品取引

業等に関する内閣府令」（2007年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」

（1974年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（１）連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

トレイダーズ証券株式会社

株式会社FleGrowth

耐科斯托普軟件（大連）有限公司

Nextop Co., Ltd

トレイダーズFintech1号投資事業有限責任組合

（２）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、耐科斯托普軟件（大連）有限公司及びNextop Co., Ltdの決算日は12月31

日であります。連結計算書類の作成に当たっては、これらの会社については、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく計算書類で連結しております。その他の連結子会社の決算日は、連結会

計年度の末日と一致しております。

（３）会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　デリバティブ

時価法を採用しております。

ハ　棚卸資産

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、在外連結子会

社は定額法を採用しております。

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として

３年間で均等に償却する方法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～15年

工具、器具及び備品 ２～15年

機械装置及び運搬具 　　６年

ロ　無形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　自社利用のソフトウエア ５年

ハ　リース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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連結注記表

③　重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

国内連結子会社の一部は、債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して計上して

おります。また、在外連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込額を計上して

おります。

ロ　賞与引当金

当社及び連結子会社の一部は、従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込み額のうち

当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金

当社及び国内連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく

当連結会計年度末要支給額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社の一部は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行

義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（金融商品取引事業）

イ　顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理

顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び

評価損益をトレーディング損益勘定に計上しております。

なお、評価損益は、顧客を相手方とする全ての未決済の外国為替証拠金取引に係る評価損

益を算定し、評価損益相当額を連結貸借対照表上の外国為替受入証拠金（負債）に計上して

おります。

また、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第

43条の３第１項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第143条第１項第１号に定める金

銭信託（顧客区分管理信託）により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭

信託に係る元本は連結貸借対照表上の預託金勘定に計上しております。

ロ　カウンターパーティーを相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理

当社グループからのカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引

に係る決済損益及び評価損益をトレーディング損益勘定に計上しております。

なお、評価損益は、カウンターパーティーを相手方とする全ての未決済の外国為替証拠金

取引に係る評価損益を取引明細毎に算定した上で、これらをカウンターパーティー毎に合算

し損益を相殺して算出し、評価益相当額を連結貸借対照表上のトレーディング商品勘定（資

産）に、評価損相当額をトレーディング商品勘定（負債）にそれぞれ計上しております。

（システム開発・システムコンサルティング事業）

主な履行義務は、システム開発、システム使用許諾、システム運用保守などであります。

システム開発については、顧客とのシステム開発契約に基づき、ソフトウエアなどの財又は

サービスを引き渡す履行義務を負っております。当該財又はサービスを顧客へ引き渡し検収が

完了した一時点において、顧客が製品の支配を獲得することで履行義務が充足されると判断

し、検収時点で収益を計上しております。

システム使用許諾については、顧客とのシステム及びサービス提供契約に基づき、アプリケ

ーションの使用権を一定の期間にわたり提供する履行義務を負っており、サービスの提供期間

に応じて収益を認識しております。

システム運用保守については、顧客とのシステム運用保守契約に基づき、一定の期間にわた

り運用保守サービスを提供する履行義務を負っており、サービスの提供期間に応じて収益を認

識しております。

⑥　外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に
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連結注記表

当連結会計年度

繰延税金資産 103百万円

（１）有形固定資産の減価償却累計額 325百万円

おける為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

⑦　消費税等の会計処理

控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

⑧　グループ通算制度の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。

２．会計上の見積りに関する注記

（繰延税金資産）

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社及び国内連結子会社（以下、「連結グループ」といいます。）はグループ通算税制度を適用

しております。このため繰延税金資産の回収可能性の検討にあたっては、連結グループでの将来の

連結課税所得を見積り、連結グループでの企業分類の判定を行い繰延税金資産の回収可能性を検討

しております。将来の連結課税所得の見積りに関しては、取締役会で承認された連結予算を基に見

積りを行い、繰延税金資産の回収可能性については、連結グループの翌期の連結課税所得の見積り

に基づいてスケジューリングを行い、回収可能と判断した金額を繰延税金資産に計上しておりま

す。

回収可能性の判断に用いた連結課税所得の見積りは連結予算を基に作成しているため、事業環境

の急激な変化などにより実績と予算とが大きく異なる場合は、連結グループの繰延税金資産及び法

人税等調整額の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記

（２）担保に供している資産

SBIクリアリング信託株式会社に対する金銭信託受益権（外国為替差入証拠金）

SBIリクイディティ・マーケット株式会社とのカバー取引債権等に対する担保として質権を設定

しております。なお、担保に供している資産の帳簿価額は1,897百万円であります。

（３）財務制限条項

当社グループが締結した当座貸越契約及びコミットメントライン契約については、以下の財務

制限条項が付されております。

①収益性に関する条項

営業利益又は経常利益について、2期連続して損失とならないこと。

②純資産に関する条項

純資産額を一定水準以上（基準期比75％以上等）に維持すること。

③預金残高に関する条項

特定金融機関における預金残高について、一定水準（四半期平均残高50百万円以上又は

100百万円以上、四半期末残高50百万円以上等）を維持すること。

④借入金残高に関する条項

当座貸越利用残高について、所定の算定に基づく範囲内に維持するとともに、一定期間

ごとに当該残高をゼロとすること。

当連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。なお、これらの条項に抵

触した場合には、当該契約に基づく債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
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決 議 株式の種類 配当金の総額
１ 株 当 た り

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

20 2 5年６月25日

定 時 株 主 総 会
普通株式 545百万円 20円 2025年３月31日 2025年６月26日

2025年10月21日

取 締 役 会
普通株式 426百万円 16円 2025年９月30日 2025年12月2日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

2026年６月24日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 632百万円 24円 2026年３月31日 2026年６月25日

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式　29,538,647株

（２）当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式　833,600株

（３）剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

当社グループは、中核子会社トレイダーズ証券において、主として金融商品取引法に基づく

店頭デリバティブ取引（通貨関連店頭デリバティブ取引、暗号資産関連店頭デリバティブ取

引）を行っております。店頭デリバティブ取引は、顧客とトレイダーズ証券との相対取引であ

りますが、顧客に対するトレイダーズ証券のポジションのリスクをヘッジするために、カウン

ターパーティーとの間でカバー取引を行っております。

このほか、顧客から受け入れた預り金、店頭デリバティブ取引に係る証拠金等を顧客分別金

信託又は区分管理信託として、当社固有の資産と区分して信託銀行及び信託会社に預託（預託

金）しております。これら預託された信託財産は、主に銀行預金、国債を中心とした債券又

は、有担保コール貸付等により運用しております。

②　金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する金融資産は、顧客からの預り金等を信託銀行及び信託会社へ預託し

た顧客分別金信託、区分管理信託、カウンターパーティー（カバー先）である金融機関に差し

入れた短期差入保証金が主なものとなります。短期差入保証金は、差入先の契約不履行によっ

てもたらされる信用リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制

a．全般的リスク管理体制

当社グループにおける信用リスク、市場リスク及び流動性リスクを含む各種リスクにつ

いての管理体制等は、当該リスクの発生確率及び重要度が高いトレイダーズ証券を中心に

行われています。トレイダーズ証券はリスク管理規程において明確化すると共に、現状把

握やリスク管理の方策、手続き及び手法の評価等についてはリスク管理委員会を月次で開

催し、報告・審議・決議を行っております。リスク管理委員会の内容については、翌月の

取締役会において報告をしております。金融商品取引法に基づきそのリスク相当額および

自己資本規制比率を定量的に管理しており、経理部が金融庁告示に基づき毎営業日に算定

し、全取締役、内部管理統括責任者に報告しております。

b.自己資本規制比率の管理

自己資本規制比率は金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標であり、「金融

商品取引業等に関する内閣府令（以下、「府令」）第179条第６項」の規定に従い、日々

算出し適切に把握しております。

自己資本規制比率とは、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自

己資本の額」を諸事情により発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で除して算出す

る指標です。「固定化されていない自己資本」の算定について、基本的項目は府令第176

条第１項第１号から第６号に定める各項目に該当する数値を、補完的項目は府令第176条

第１項第７号に規定する額の合計額が基本的項目の額に達するまでの額を、控除資産は府

令第177条に規定する各々の額をそれぞれ経理部が日々の日計表をもとに算定し、「リス

ク相当額」の算定については、府令第178条に規定するリスク項目に関し担当する部署が

算定を行います。経理部は算定されたそれらの数値を基礎的資料とし、金融庁告示に基づ

き自己資本規制比率を毎営業日算定し、全取締役、内部管理統括責任者に報告を行い、リ

スク管理部門はリスク管理委員会及び取締役会に対して毎月報告しております。

・市場リスク（為替等の変動リスク）の管理

トレイダーズ証券では店頭デリバティブ取引においてプロップ取引は行いません。店

頭デリバティブ取引における取引は、リスク管理規程に基づきポジションの保有限度額

及び損失上限額を設定し、毎営業日取引の執行状況を管理しております。市場リスク相

当額については、リスク管理部門にて日々モニタリング管理を行い、全取締役、内部管

理統括責任者に報告しております。

・取引先リスクの管理

トレイダーズ証券では、店頭デリバティブ取引においては、カバー取引の為にカウン

ターパーティーとの相対取引を行い保証金を差し入れております。したがって、取引先

カウンターパーティー等の選定については、その財務状況、格付け等の評価等を十分勘

案しております。さらに毎月、当該金融機関の株価情報及び各付け情報等によりモニタ

－ 12 －
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リングを行っており、定期的に財務情報等も入手しております。また、取引先リスク相

当額は経理部が金融庁告示に基づき毎営業日に算定し、全取締役、内部管理統括責任者

に報告しております。

・基礎的リスクの管理

トレイダーズ証券では、金融庁告示に定める方法により算出した基礎的リスク相当額

をモニタリングすることにより管理し、リスク管理部門長はモニタリング結果をリスク

管理担当役員、代表取締役へ報告のうえ、月次リスク管理委員会にて、営業費用の抑制

等リスク管理方法に関し適宜検討を行っております。

c. システムリスクの管理

トレイダーズ証券では、システム管理部門において、システムリスクの管理状況のモニ

タリング及び評価を行い、システムリスク管理委員会規程に基づき、システムリスク管理

委員会にてシステムリスク管理の改善強化を図っております。

d．流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社グループでは、当社財務部及びトレイダーズ証券経理部が各部署からの報告等に基

づき適時に資金管理を行い、手許流動性を維持しております。トレイダーズ証券の流動性

リスクについては、逐次リスク管理担当役員に報告を行い、銀行借入等による資金調達が

必要な場合には、取締役会決議又は稟議による決裁に基づき、実施することとしておりま

す。日々の資金繰りの状況は、経理部から全取締役、内部管理統括責任者に対して毎営業

日報告をしております。

e．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

立替発生の防止及び発生時の処理などについては社内規程・ガイドラインを定め、個別

貸倒の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、立替金の状況につい

ては毎月、取締役会において全取締役、内部管理統括責任者に報告しております。

f．「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づく決済リスク管理強化に向けた対応

トレイダーズ証券では、2019年10月より顧客および取引先に対して、当社のリスク情報

を提供するため「店頭FX取引に係るリスク情報」の開示を実施しております。リスク管理

部にて月末最終営業日の定点における、未カバー率、カバー取引の状況、平均証拠金率を

計測し、その計測結果は当社ホームページにて速やかに公表するとともに、リスク管理委

員会において全取締役、内部管理統括責任者と情報を共有することにより、リスク管理態

勢の維持・強化を図っております。

また、2020年１月より「金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の4」

に基づく、ストレステストを実施しております。外国為替相場等の過去の相場変動率から

算出した最大想定損失額に対するトレイダーズ証券の自己資本の充足度を毎営業日、リス

ク管理部が計測し、全取締役および内部管理統括責任者への報告を通じて、経営の健全性

を確保するための措置を講じております。

さらに、2021年４月からは「取引データ保存・報告制度」への対応を開始し、日々の取

引データ（約定・注文データ、顧客に提示した価格等）を毎営業日、金融先物取引業協会

に報告することを通じて、取引の透明性を高め、決済リスクの管理に繋げております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関

係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取

引に係る市場リスクを示すものではありません。
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（単位：百万円）

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

 長期借入金 280 270 △9

負債計 280 270 △9

デリバティブ取引(*1)

ヘッジ会計が適用されていないもの
10,911 10,911 －

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 473

（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 8,503 － － －

預託金 140,416 － － －

短期差入保証金 13,918 － － －

計 162,838 － － －

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

短期借入金 920 － － － － －

長期借入金 78 66 28 28 28 49

計 998 66 28 28 28 49

（２）金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(*2)「現金及び預金」「預託金」「トレーディング商品」「短期差入保証金」「預り金」「受入

保証金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済

されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(*3)市場価格のない株式等は、上記の表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照

表計上額は以下のとおりであります。

(注)１．金銭債権の決算日後の償還予定額

(注)２．短期借入金、長期借入金の決算日後の返済予定額

（単位：百万円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ

通貨関連 － 12,146 － 12,146

暗号資産関連 － 6 － 6

資産計 － 12,153 － 12,153

デリバティブ

通貨関連 － 1,237 － 1,237

暗号資産関連 － 4 － 4

負債計 － 1,241 － 1,241

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

１年以内返済予定の長期借入金 － 78 － 78

長期借入金 － 192 － 192

負債計 － 270 － 270

（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性に応じて以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価値により算

定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外

の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：百万円）

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

デリバティブ取引

カバー先金融機関等が提示するレートに基づき、市場価格等勘案して当社にて生成した価格

で評価しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を

基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント

合計金融商品取引

事業

システム開発・

システム

コンサルティング

事業

受入手数料 68 － 68

システム関連収益 － 119 119

顧客との契約から生じる収益 68 119 188

トレーディング損益 12,975 － 12,975

金融収益 54 － 54

その他の収益 13,030 － 13,030

外部顧客に対する営業収益 13,098 119 13,218

６．収益認識に関する注記

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「（３）会計方針に関

する事項 ⑤ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①　契約資産及び契約負債の残高等

残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。

また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識し

た収益に重要性はありません。

②　残存履行義務に配分した取引価格

契約期間が１年を超える重要な契約がないため、記載を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありま

せん。
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（１）１株当たり純資産額 748円11銭

（２）１株当たり当期純利益 159円11銭

７．１株当たり情報に関する注記

８．その他の注記

資産除去債務に関する注記

当社グループに属する主要な会社の本社事務所が入居する賃貸ビルに係る不動産賃貸借契約に基

づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。この見積もり

にあたり、使用見込期間を定期賃貸借契約期間の４年９カ月と見積もっております。

なお、本社事務所増床のため定期建物賃貸契約を締結し新たに敷金を差し入れておりますが、

2025年９月の増床部分に関しては使用見込期間を賃貸借期間の２年１カ月と見積もっております。

また、当社連結子会社の株式会社FleGrowthの開発・運用センターが入居する賃貸ビルに係る不動

産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりま

す。この見積もりにあたり、使用見込期間を入居から５年と見積もっております。

なお、いずれも資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終

的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当連結会計年度の負担に属する金

額を費用に計上する方法によっております。

当連結会計年度末において、敷金の回収が最終的に見込めない金額と算定した金額は142百万円

であります。
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株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株　　主　　資　　本

新株予約権
純 資 産
合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 1,564 558 455 1,014 3,184 △1,509 4,252 123 4,375

当期変動額

剰余金の配当 △971 △971 △971

当期純利益 1,113 1,113 1,113

自己株式の取得 △1,098 △1,098 △1,098

自己株式の処分 76 76 163 239 239

株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）

28 28

当期変動額合計 － － 76 76 141 △935 △717 28 △689

当期末残高 1,564 558 531 1,090 3,325 △2,445 3,535 151 3,686

株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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当事業年度

繰延税金資産 ４百万円

個別注記表

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式及び関係会社出資金 移動平均法による原価法を採用しております。

（２）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については、定額法を採用しております。

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産とし

て３年間で均等に償却する方法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　２～15年

工具、器具及び備品　　２～15年

機械装置及び運搬具　 　　 ６年

（３）引当金の計上基準

①　賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上

しております。

②　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。

③　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しており

ます。

（４）収益及び費用の計上基準

当社の収益は、子会社からの経営指導料及び受取配当金であります。経営指導料については、

子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が完了した時点で

当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当

金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。

２．会計上の見積りに関する注記

（繰延税金資産）

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表２．会計上の見積りに関する注記」に記載しているため、記載を省略

しております。

－ 19 －
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（１）有形固定資産の減価償却累計額 83百万円

　短期金銭債権 116百万円

　短期金銭債務 40百万円

　長期金銭債務 83百万円

　営業取引（収入分） 2,233百万円

　営業取引（支出分） 24百万円

当事業年度期首

株式数（株）

当事業年度増加

株式数（株）

当事業年度減少

株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

普通株式 2,280,464 1,110,760 216,000 3,175,224

３．貸借対照表に関する注記

（２）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

４．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記

（１）自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注）１．自己株式の株式数の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得1,109,900株及び

単元未満株式の買取りによる増加860株であります。

２．自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分172,300株及

びストックオプションの行使43,700株であります。

（２）当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式　833,600株

－ 20 －
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繰延税金資産

役員退職慰労引当金 8百万円

退職給付引当金 4百万円

株式報酬費用 180百万円

賞与引当金 5百万円

関係会社株式評価損 1,335百万円

繰越欠損金 425百万円

その他 18百万円

繰延税金資産合計 1,977百万円

評価性引当額 1,970百万円

繰延税金資産合計 7百万円

繰延税金負債

未収事業税 2百万円

繰延税金負債合計 2百万円

繰延税金資産（負債）の純額 4百万円

６．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（２）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び

開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税

の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理及び開示を行っております。

－ 21 －
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種類 会社等の名称

議決権等

の所有

(被所有）

割合(％）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（百万円）
科目

期末残高

（百万円）

子会社
トレイダーズ

証券㈱

（所有）

直接100.0

経営指導

役員の兼任　１名

関係会社

経営指導料

（注１）

498 － －

配当の受取

（注２）
1,421 － －

グループ通算制度

に伴う納税額

（注３）

85 未収入金 85

－ － 長期預り金 56

子会社 ㈱FleGrowth
（所有）

直接100.0

経営指導

役員の兼任　３名

関係会社

経営指導料

（注１）

114 未払金 40

配当の受取

（注２）
200 － －

グループ通算制度

に伴う納税額

（注３）

8 未収入金 8

子会社

トレイダーズ

FinTech1号

投資事業

有限責任組合

（出資割合）

直接99.0
出資

出資の引受

（注４）
197 － －

７．関連当事者との取引に関する注記

（１）関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １．経営指導料については当該役務提供に対する費用等を勘案して決定しております。

２．受取配当金については、当社が示す配当基準に準拠し、配当を実施したものであります。

３．グループ通算制度に伴う法人税等の子会社負担分を計上しております。

４．キャピタルコール方式による出資の引受であります。

－ 22 －
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種類
会社等の名称

又は氏名

議決権等

の所有

(被所有）

割合(％）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（百万円）
科目

期末残高

（百万円）

役員及び

その近親者
金丸 貴行

（被所有）

直接 5.9

当社代表取締役

会長兼社長

金銭報酬債権の

現物出資

（注１）

146 － －

役員及び

その近親者
金丸 武嗣

（被所有）

直接 0.4

当社代表取締役

副社長

金銭報酬債権の

現物出資

（注１）

35 － －

役員及び

その近親者
新妻 正幸

（被所有）

直接 0.2
当社常務取締役

金銭報酬債権の

現物出資

（注１）

18 － －

（１）１株当たり純資産額 134円10銭

（２）１株当たり当期純利益 41円74銭

（２）役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものです。

８．収益認識に関する注記

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記「（４）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。

９．１株当たり情報に関する注記

１０．その他の注記

資産除去債務に関する注記

当社グループに属する主要な会社の本社事務所が入居する賃貸ビルに係る不動産賃貸借契約に

基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。この見積

もりにあたり、使用見込期間を定期賃貸借契約期間の４年９カ月と見積もっております。

なお、本社事務所増床のため定期建物賃貸契約を締結し新たに敷金を差し入れておりますが、

2025年9月の増床部分に関しては使用見込期間を賃貸借期間の２年１か月と見積もっておりま

す。

また、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見

込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用

に計上する方法によっております。

当事業年度末において、敷金の回収が最終的に見込めない金額と算定した金額は46百万円であ

ります。

－ 23 －


